
入国者収容所長 殿

地方出入国在留管理局長殿

地方出入国在留管理局支局長 殿

入管庁警第 2 5 5号

令和 3年 12月 2 2日

出入国在留管理庁出入国管理部

警備課長宮尾芳彰

（公印省略）

被収容者による遵守事項違反等に対する制止等の措置について

被収容者に対する制止等の措置に当たっては，当職発 f被収容者による遵守事

項違反等に対する制止等の措置について（令和 2年 9月 30日付け入管庁警第 1

5 3号） J等を踏まえ，適切に対応していただいていると承知していますが，近

時，被収容者に対して過剰な制止・抑止が行われているなど，当局の対応を批判

的に扱う報道が散見されます。

このため，被収容者に対する制止等の措置に当たっては，被収容者処遇規則及

び関連通達等に基づき，指揮官の指示の下，当該制止等の措置は合理的に必要と

判断される限度で実施すべきことを今一度徹底願います。

特に，制止等の措置に当たる従事者においては，指揮官の指示の下 3 抵抗の度

合いに応じた必要最小限の有形力の行使を心がけるとともに，指揮官においては，

従事者全員の動きを把握できる位置をとり，従事者が行使する有形力が合理的に

必要とされる限度を超えないよう指揮することに十分留意願います。

以上の点も踏まえ，各官署におかれては，制止等の措置に関わる入国警備官に

対し，本指示を含め，被収容者処遇規則や制止等の措置に関する通達等の内容を

改めて理解させる機会を設けていただくよう願います。



入国者収容所長殿

地 方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長殿

法務省管警第 2 9 6号

平成 22年 12月 21日

法務省入国管理局長 田内正宏

（公印省略）

退去強制手続における制止措置等の際のビデオ撮影について（通達）

被収容者に対する隔離を含む制止措置等におけるビデオ撮影については，平成 17 

年 9月 27日付け法務省管警第 28 7号をもって通達しているところ，近年，被護送

者が送還を忌避し有形力の行使等をもって送還を阻止しようとし，機長から搭乗拒否

を受ける事案が増加していることから，今般，被収容者及び被護送者に対するビデオ

撮影の基準及び撮影を記録した記録媒体の保管方法を見直し，別紙のとおり要領を定

めたので，適切に実施願います。

なお，上記法務省管警第 28 7号通達については，本日付けをもって廃止します。

おって，管下出張所長には貴職から通知願います。

別紙

退去強制手続における制止措置等の際のビデオ撮影要領 1部



退去強制手続における制止措置等の際のビデオ撮影要領

〔平成 22年 12月 21日法務省管警第 29 6号〕

1 目的

この要領は，出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 31 9号）第 61条

の 3の2に基づき入国警備官が行う被収容者処遇規則 （昭和 56年法務省令第 59 

号）第 17条の 2に規定する制止等の措置，同令第 18条に規定する隔離及び同令

第 19条に規定する戒具の使用が適法かっ適正に行われたこと並びに違反調査及び

令書執行規程（昭和 29年法務省訓第 3号）第 3章及び入国警備官護送要領 （昭和

5 9年 12月 14日法務省管警第 38 6号）に規定する護送 ・送還において，被退

去強制者が有形力をもって抵抗する場合などに，入国警備官による制止等の職務行

為が適法かつ適正に行われたことを立証する証拠資料とするため，これら措置等の

ビデオ撮影及び当該撮影記録の保管について必要な事項を定めることを目的と す

る。

2 撮影基準

警備部門の首席入国警備官，統括入国警備宮，看守責任者又は護送責任者（以下

「担当首席等Jという。）は，原則として，次のいずれかに該当するときは，ビデ

オ撮影による記録化を行うものとする。

( 1 ）被収容者の処遇に関して，

ア 遵守事項の違反行為に対する強制力を伴う制止等の措置を行うとき。

イ 隔離措置を行うとき。

ウ 戒具を使用するとき。

エ 保護室へ収容するとき。

( 2 ）護送・送還を行うに当り，

ア 被退去強制者が有形力をもって抵抗することが予想されるとき又は現に抵抗

しているとき。

イ 被退去強制者が自損行為を行うことが予想されるとき又は現に自損行為を行

っているとき。

ウ 被退去強制者に異常行動が見られるとき。

( 3 ）その他担当首席等が必要と認めたとき。

3 撮影方法



上記 2によるビデオ撮影は，携帯用ビデオカメラ及び収容施設設置の監視カメラ

等により，可能な限り複数台で行うものとする。

4 撮影に関する留意事項

( 1 ）担当首席等は，有事の際にいつでも撮影できるよう携帯用ビデオカメラを所定

の場所に保管し，定期的に作動状況等を確認するとともに，日時表示機能を正確

に保たなければならない。

( 2）携帯用ビデオカメラによる撮影に当たっては， 撮影の対象となる被退去強制者

等を無用に刺激しないよう留意するとともに，漫然と撮影をするのではなく，撮

影の目的を理解し，当該措置等の全体の状況が把握できる撮影に努めるものとす

る。なお，護送 ・送還時の撮影においては，空港施設に待機している場合などで

被退去強制者の抵抗等が収まっているときは， 担当首席等の判断により，撮影を

中断して差し支えない。

( 3）送還時の撮影に当たっては，航空機内での撮影について事前に航空会社に確認

を行い，可能な範囲内で撮影を行うものとする。

( 4）撮影は記録媒体（DVD，ビデオテープ，メモリーカー ド等）に記録するもの

とする。ただし，一つの記録媒体に複数の事案を録画してはならない。

5 記録媒体の保存方法

( 1 ）録画した記録媒体は，担当部門ごとに，録画した状況を「記録媒体保管簿J（別

記第 1号様式）に記載して，当該部門の首席入国警備官が決裁し，当該記録媒体

とともに，関係法令に基づき，行政文書として保存するものとする。

( 2 ）録画した記録媒体は，編集等することなく保存しなければならない。なお，メ

モリーカードやビデオカメ ラ内蔵のハードディスク等に録画 ・記録した場合は，

DV  D等に複製したものを保存すること で差し支えないが 録画後可能な限り速

やかに複製し，編集等することなく保存するものとし，保存の顛末を「記録媒体

保管簿」備考欄に記載して担当部門の首席入国警備官が決裁するものとする。

( 3 ）担当部門の首席入国警備官は，（ 1 ）又は（ 2 ）により保存する こととなる録

画した記録媒体〔（ 2 ）の複製に係る Dv D等を含む。以下同じ。〕を施錠可能

な場所に保管し，破損，紛失等がないように管理するものとする。また，許可な

く使用したり，編集や書換えをすることができないように，可能な限り，記録媒

体にパスワード等を設定するものとする。

( 4）録画した記録媒体を使用するときは，「記録媒体使用簿J（別記第 2号様式）

により，記録媒体を保管している担当部門の首席入国警備官の許可を受けた上で

使用するものとする。なお，録画した記録媒体を保管している担当部門の首席入



国警備官は「記録媒体使用簿」を「記録媒体保管簿Jとともに保管し，記録媒体

の使用状況を常時把握できるようにするものとする。

( 5 ）録画した記録媒体を使用する者は，紛失等ないようにその取扱いに十分注意す

るのはもちろんのこと，当該記録媒体を保管している担当部門の首席入国警備官

の許可なく記録媒体中の当該記録をパソコンに取り入れたり，他の記録媒体に複

製してはならない。

なお，録画した記録媒体を保管している担当部門の首席入国警備官は，録画し

た記録媒体中の記録を他の記録媒体に複製することを許可したときは， 許可を受

けた職員に「記録媒体保管簿」に複製の顛末を記載させ，これを決裁し，（ 1 ) 

と同様に保管するものとする。

また，複製に係る記録媒体の保管・ 管理及び使用は，（ 3）から（ 5 ）までに

準ずることとする。

6 記録媒体の保存期間

( 1 ）録画した記録媒体，「記録媒体保管簿j 及び「記録媒体使用簿」の保存期間は

3年とする。また， 5の（ 5 ）により複製した記録媒体の保存期間は，複製元の

録画した記録媒体の保存期間に従うものとする。

なお，訴訟等により，当該記録媒体を 3年を超えて保存する必要がある場合は；

行政文書の保存期間の延長手続により保存期間を延長するものとする。

( 2）保存期間が満了した記録媒体については，粉砕の上確実に廃棄処分する ものと

する。

添付物

1 記録媒体保管簿

2 記録媒体使用簿

1部

1部



法務省管警第 2 5 4号

平成 23年 12月 12日

入国者収容所長 殿

地方入国管理局長 殿

地方入国管理局 支局長 殿

法 務 省 入 国 管 理 局 長 高 宅 茂

（公印省略）

戒具の使用要領について（通達）

戒具の使用に・ついては，平成 18年 3月 22日付け法務省管警第 85号

「戒具の使用要領について J （以下「旧通達」という 。）に基づいて実施

しているところですが，今般，戒具の操法等を変更したことから，別添の

とおり上記「戒具の使用要領」を定めたので，通達します。

なお，旧通達は本通達をもって廃止します。

おって，管下出張所には，貴職から通知願います。

添付物

戒具の使用要領 1部



戒具の使用要領

平成 23年 12月 12日

被収容者処遇規則（昭和 56年法務省令第 5 9号。以下 「規則」という 。）

第 19条及び第 20条並びに違反調査及び令書執行規程（昭和 29年法務

訓第 3号。以下「規程J という 。） 第 13条第 1項（ 5 ）に規定する戒具

の使用を適正に行うため，必要な事項を以下のとお り定める こと とする。

第 1章戒具の使用

第 1節 収容時の使用

1 使用基準

入国者収容所長及び地方入国管理局長（以下「所長等Jという 。）

は， 被収容者が次のいずれかに該当す る行為 をするおそれがある場

合で，かつ，他にこれを防止する方法がない と認められると きに入

国警備官に戒具を使用させ るものとする。ただし，所長等の命令を

受けるいとまがないときは，入国警備官は自ら戒具を使用するもの

とする。

( 1 ）逃走

( 2 ）自殺又は自損

( 3 ）他人への加害

( 4 ）設備，器具その他の物の損壊

2 使用の指揮

( 1 ）所長等は，入国警備官に戒具を使用させる ときは，処遇担当の

統括入国警備官（処遇担当の統括入国警備官が出張その他 により

不在の場合は看守責任者（入国者収容所又は地方入国管理局で定

める被収容者処遇細則第 2条に規定するものをいう 。）（以下 「処

遇担当統括j という 。）に指揮をさせて戒具を使用させるも のと

する。

( 2 ）処遇担当統括は，入国警備官の戒具の使用について指揮すると

ともに，戒具の使用中はその状況を随時点検するなど，十分な注

意を払い，使用する必要がなくなったと認めたときは，直ちに所

長等に報告し，その命令を受けた上で使用の解除を入国警備官に

指示するものとする。



3 使用手順

( 1 ）入国警備官は，被収容者に戒具を使用する必要があると認める

ときは，直ちに処遇担当統括に報告の上，所長等の命令を受ける

ものとする。

( 2 ）入国警備官は，戒具を使用した場合には，その指揮者，戒具の

種類，戒具の使用方法，使用に至 った経緯及び使用後の状況等に

つ いて，所長等に対し文書をもって報告しなければならない。 ま

た，見張勤務者は，被収容者に対して戒具が使用されたときは，

当該被収容者の居室番号，国籍，氏名，戒具使用の指揮者名，戒

具の種類，戒具の使用方法，使用の開始日時，使用中の動静，解

除日時及び移室先を看守勤務日誌に記載しなければならない。

4 緊急時の使用

( 1 ）入国警備官は，被収容者に対し戒具を使用する必要があり，所

長等の命令を受けるいとまがないときは，戒具を使用 した後 3 直

ちに処遇担当統括に報告の上，速やかに所長等に報告しなければ

ならない。

( 2 ）所長等は，上記（ 1 ）の戒具の使用が適正を欠くと認めたとき

は，処遇担当統括に対して使用の解除又は使用方法の変更を命じ

なければならない。

( 3 ）前記 3 ( 2）は，緊急時の戒具の使用の場合に準用する。

5 使用後の措置

( 1 ）処遇担当統括は，戒具を使用した被収容者について，規則第 1

8条の規定に基づき隔離するときは 3 隔離のための居室（保護室

を含む。）へ移室後 ，後記（ 2 ）に該当する場合を除き，戒具の

使用を解除するものとする。

( 2 ）所長等は，隔離中の被収容者に対しては，次のいずれかに該当

する行為をするおそれがある場合で，かつ，他にこれを防止する

ことができないと認められるときに限り，入国警備官に戒具を使

用させることができる。ただし，この場合においては，所長等は，

処遇担当統括に指揮をさせて戒具を使用させるものとする。

ア 自殺又は自損

イ 入国警備官等の職員に対する暴行

ウ 施設等の損壊

-2 -



( 3 ）入国警備官は，戒具を使用するときは，特に被収容者の心身の

状況に留意し， 1時間に 1回以上，手首，腰部等の緊縛部位につ

いて異状の有無を確認するとともに，異状を発見した場合は，必

要に応じて医師の診察を受けさせなければならない。

( 4 ）入国警備官は，戒具を使用するときは，必要最小限の使用に止

め，戒具を連続して 8時間を超えて使用するときは， 8時間ごと

に所長等の承認を受けなければならな い。

第 2節 護送時の使用

1 使用基準

護送に従事する入国警備官（以下「護送官Jという。）は，被護

送者が逃走，暴行又は自損等護送任務の遂行に支障を来すおそれが

あると認められるときに戒具を使用するものとする。

なお，護送では，身柄を収容施設外に連行することとなるため，

特に逃走事故等の防止に留意する必要がある。

2 使用の指揮

( 1 ）護送責任者（平成 23年 12月 12日付け法務省管警第 25 3 

号入国警備官護送及び送還要領第 4条に規定するものをいう 。）

は，他の護送官を指揮し戒具を使用させるものとする。

( 2 ）護送責任者は，戒具の使用中はその状況を随時点検するなど十

分な注意を払い，戒具を使用する必要がなくなったと認めたとき

は，他の護送官を指揮し戒具の使用を解除させるものとする。

( 3 ）護送責任者は，被護送者を公衆の目に触れさせぬよう心掛ける

とともに，手錠カバーを施すなど人権上の配慮、に努めなければな

らない。

( 4 ）護送官は，戒具を使用するときは第 1節 5 ( 3 ）の規定を準用

するものとする。

3 緊急時の使用

( 1 ）護送官は，被護送者に対し戒具を使用する必要があり，護送責

任者の指揮を受けるいとまがないときは，戒具を使用した後，直

ちに護送責任者に報告しなければならない。

( 2 ）護送責任者は，上記（ 1 ）の戒具の使用が適正を欠くと認めた

ときは，護送官を指揮し，使用の解除又は使用方法を変更させな

ければならない。
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第 2章戒具の操法

第 1節 戒具の種類及び使用原則

戒具は，規則第 20条に規定された第一種手錠，第二種手錠，第一種

捕じよう及び第二種捕じようの 4種類となっており，その使用対象者は，

被収容者，又は被護送者（以下「被収容者等」という。）に限られる。

また，戒具は，身体に直接的な強制力を及ぼすことから，使用すると

きは必要以上に緊縛し，精神的に苦痛を与えたり，身体を傷付けではな

らない。

第 2節 手錠の操法

1 種類及び使用原則

手錠には，第一種手錠と第二種手錠の 2種類が定められており，

被収容者等が前章第 1節 1文は第 2節 1の戒具の使用基準に該当す

る場合に使用する。

第二種手錠は，被収容者等が前章第 1節 1に規定する行為を企図

して入国警備官に対して著しい抵抗を示し，第一種手錠ではこれを

防止できないと認められる場合文は重大な受傷事故につながるおそ

れがある場合に限り使用する。

また，第二種手錠は，被収容者等の手のひらや拳が小さいなど第

二種手錠だけでは腕輪から手が抜け，適切に使用できない場合に限

り第一種手錠と併用するものとする。

なお，手錠を施したまま横臥する場合，身体で緊縛部位が圧迫さ

れ血行障害等が生じる危険性があることに留意する。

2 第一種手錠

( 1 ）使用部位

手首に使用 し，他の部位に使用してはならない。

( 2 ）使用方法

ア 使用する際は，不調ljの事態に対応できるよう原則と して被収

容者等に対し半身の姿勢で施す。

また，暴れている相手に使用する場合には，被収容者等に負

傷させないよう配慮し，必要な制圧措置を執った上で施す。

イ かけ方は両手錠，片手錠，相手錠と し，各使用方法は次の と

おりとする。
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0 両手錠は被収容者等の両手首にかける。

0 片手錠は一方を被収容者等の利き腕の手首に，他の一方を

ズボンのベノレトにベルト通しとともにかける。

0 相手錠は，一方を被収容者等の利き腕の手首に，他の一方

を入国警備官の手首にかけ，文は 2名の被収容者等の片方ずつ

の手首にかける。

ウ かけたときは，必ず安全装置を施す。

エ 緊縛は，小指の先が入る程度に調整する 。ただ し， 手のひら

や拳が小さく抜けるおそれがある場合は，形式的な使用にとら

われず，手首から抜けないよう確実に施す。

オ 使用中は定期的に締まり具合の確認を行う 。

( 3 ）留意事項

ア 護送時を除き，原則として両手錠により使用する 。

イ 両手錠の場合，手の位置は，暴行，自殺又は自損のおそれな

ど特別な理由がない限り両手前とし，あらかじめ被収容者等の

利き腕を把握しているときは，利き腕からかけ，手錠の鍵穴を

被収容者等の腹部に向けるように施す。

ただし，両手前では，暴行，自殺又は自損を制止することが

困難と認められる場合は，両手後とし，手錠の鍵穴を外側に向

けるよう施す。

ウ 片手錠によるベルトの連結を除き，戒具以外の物と連結し，

又は戒具以外の物と併用しない。

エ 食事及び用便等を制限することにならないように使用する。

ただし，護送中においては，特に必要が認められない場合は外

さないこと。

3 第二種手錠

( 1 ）使用部位

手首に使用し，他の部位に使用してはならない。

( 2 ）使用方法

ア 暴れている場合には，被収容者等に負傷させないよう配慮、し，

必要な制圧措置を執った上で施す。

イ かけ方は両手錠とする。

ウ 第二種手錠のサイ ズは 4種類 （S, M, L, L L）あるとこ



ろ，原則として被収容者等の体格に合わせ使用する。

エ 被収容者等の手のひらや拳が小さいなど，第二種手錠だけで

は腕輪から手が抜け ，適切に使用できない場合は，防止策とし

て第一種手錠を二重にし， 1個ずつそれぞれの拳側に施す。

( 3 ）留意事項

ア 手の位置は，原則として両手前とする。ただし，両手前では，

暴行，自殺文は自損を制止することが困難と認められる場合は，

両手後とする 。なお， L及び LLサイズを両手前で使用する場

合に は，腕輪問の幅が広く，また，ステ ンレス製の芯板がある

ため重いので凶器となる危険性があることに十分に留意する。

イ 被収容者等を刺激するような言動は避け，冷静に動静を把握

し適切に使用する。

ウ 戒具以外の物と連結し，文は戒具以外の物と併用しない。

エ 食事及び用便等を制限することにならないように使用する。

第 3節 捕じよ うの操法

1 種類及び使用原則

捕じようは，第一種捕じようと第二種捕 じようの 2種類が定め ら

れており，いずれ も被収容者等の制圧時における緊縛や護送時に用

いられ，合理的必要性がある場合には第一種手錠文は第二種手錠と

併用することができる。

特に第二種捕じようは，その特性（縄の中芯にワイヤーロープ，

縄尻に金属 フック） 上，被収容者等の護送中の逃走防止 に効果的で

ある。

なお，捕じようの使用においても ，手錠と同様に緊縛部位を必要

以上に締めつけ血行障害等が生じないように留意す る。

2 使用部位

緊縛部位及び連結部位は次のとおりとし，他の部位に使用しては

ならない。

0 緊縛部位

手首，腰部，大腿都，下腿部又は足首

0 連結部位

手首と腰部，両手相互，大腿部相互又は下腿部相互

手錠と腰部
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3 使用方法

( 1 ）暴れている場合には，被収容者等に負傷させないよう配慮し，

必要な制圧措置を執った上で施す。

( 2 ）手錠との連結においては，捕じようを第一種手錠の連結環に通

し（第二種手錠の場合は， 腕輪をつなぐ芯板に固定し），被収容

者等の腰部に巻きつけた上で後ろに結び固定する。文はその末端

部分は適当な長さに処理した上で把持する。

なお，護送時，第二種捕じよう縄尻の金属フックは，護送者の

腰ベルトに通した上で連結し把持するか，余じようと連結して輪

を作り把持する。

4 留意事項

( 1 ）緊縛及び連結は 1人に対して行い， 2人以上の者には同時に使

用しない（護送時の連結を除く 。）。

( 2 ）制圧時に使用した場合，緊縛した余じょうが被収容者等の身体

に絡み負傷しないよう末端部を適当な長さに処理し，事故防止に

努める。

( 3 ）第二種捕じようは，縄尻が金属性のフックとなっているため不

用意に振り回すなどして被収容者等を負傷させてはならない。

( 4 ）戒具以外の物と連結し，又は戒具以外の物と併用しない。

( 5 ）食事及び用便等を制限することにならないように使用する。た

だし，護送中においては，特に必要が認められない場合は外さな

し1こと 。

’第 3章 戒具の保管及び使用報告

第 1節戒具の保管

1 戒具（個人貸与を除く。）を取り扱う部門又は物品を総括管理す

る部門の首席入国警備官（出張所においては統括入国警備官文は上

席入国警備官）は，所属する入国警備官の中から戒具の管理責任者

を指名しなければならない。

2 戒具の管理責任者は，戒具を携行又は使用する場合を除き，施錠

可能な場所に保管し管理する もの とする 。

3 戒具の管理責任者は，年に 1回以上，戒具の保管状況を確認し，

保管状況を適宜の様式に記録する。

第 2節本省報告
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被収容者等に第二種手錠を使用したときは，当該被収容者等の身分

（国籍，氏名，性別，生年月日），使用理由及び使用時間，事案概要

を速やかに本省（警備課）へ報告しなければならない。
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入国者収容所長殿

地方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長 殿

法務省管警第 13 5号
平成 26年 7月 16日

法務省入国管理局長榊原 一夫

（公印省略）

戒具の使用要領の一部改正について（通達）
戒具の使用については，被収容者処遇規則（昭和 56年法務省令第 59号），

違反調査及び令書執行規程（昭和 29年法務省訓第 3号）及び戒具の使用要領
（平成 23年 12月 12日付け法務省管警第 25 4号。以下「要領j という。）

に基づき実施していると ころですが，要領第 2章第 3節 2記載のうち，身体部位
の表現に一部不明瞭な部分があるため， 下記のとお り改正し，本日から施行する
ので通達します。

おって，管下問張所長には，貴職から通知願いますの
記

［改正前】
第 2章第 3節

2 使用部位

緊縛部位及び連結部位は次のとおりとし，他の部位に使用してはならな

0 緊縛部位
手首，腰部，大腿部，下腿部文は足首

0 連結部位

【改正後］

手首と腰部，両手相互，大腿部相互又は下腿部相互
手錠と腰部

第 2章第 3節
2 使用部位

緊縛部位及び連結部位は次のとおりとし，他の部位に使用してはならな

0 緊縛部位
手首（手関節），腰部，大腿部，下腿部，膝（膝関節）又は足首」是

関節）
0 連結部位

手首（手関節）と腰部，手首（手関節）相互，大腿部相互，下腿部相
互，膝（膝関節）相互又は足首（足関節）相互

手錠と腰部



入国者収容所長殿

地方出入国在留管理局長殿

地方出入国 在留 管理 局支 局長殿

入管庁警第 15 3号

令和2年 9月30日

出入国在留管理庁出入国管理部

警備課長岡本 章

（公印省略）

被収容者による遵守事項違反等に対する制止等の措置について（指示）

今般，被収容者による遵守事項違反等に対する制止等の措置における入国警備官によ

る有形力の行使の結果当該被収容者が骨折するなどしたとして，損害賠償請求訴訟が提

起された事案において，裁判所からの和解勧告を経て，原告との問で和解が成立しまし

法令上，被収容者による遵守事項違反等に対する制止等の措置における有形力の行使

は，合理的に必要と判断される限度でのみ許容されるものであり， 一般的な留意事項と

して，当該制止等の措置を講じるに当たっては，その結果として被収容者に対し骨折等

の傷害を負わせるような事態を生じさせないよう，当該職務に従事する各職員がそれぞ

れの役割・立場に応じて細心の注意を払いながら対応する必要があります。

各官署におかれては，この機会に，被収容者に対する有形力の行使を伴う権限の行使

に関し，上記の点を含む基本的な留意事項について，改めて関係職員に対し周知徹底を

していただきますよう指示します。



被収容者処遇規則（昭和五十六年法務省令第五十九号）（抜粋）

（遵守事項）

第七条 収容所等の安全と秩序を維持するため及び収容所等における生活を円滑に

行わせるため必要な被収容者の道守すべき事項（以下「遵守事項」という。）は、

次のとおりとする。

逃走し，又は逃走することを企てないこと。

一 自損行為をし，文はこれを企てないこと。

一 他人に対し危害を加え，又は危害を加えることを企てないこと。

四 他人に対する迷惑行為をしないこと。

玉 収容所等の設備，器具その他の物を損壊をしないこと。

六 許可を得ないで，外部の者との物品の接受をしないこと。

七 凶器，発火物その他の危険物を所持，使用しないこと。

八 職員の職務執行を妨害しないこと。

九 整理整とん及び清潔の保持に努めること。

2 所長等は、前項のほか、収容所等の実情に応じ、出入国在留管理庁長官の認可

を受けて遵守事項を定めることができる。

3 所長等は，新たに収容される者を収容所等に収容するときは，遵守事項をあら

かじめその者に告知しなければならない。

4 入国警備官は，被収容者に対し，遵守事項を遵守させるため必要な指導を行う

ことができる。

（制止等の措置）

第十七条の二 入国警備官は、被収容者が遵守事項に違反する行為を し、 又は違反

する行為をしようとする場合には、その行為の中止を命じ、合理的に必要と判断

される限度で、その行為を制止し、その他その行為を抑止するための措置をとる

ことができる。

（隔離）

第十八条 所長等は、被収容者が次の各号のーに該当する行為をし、文はこれを企

て、通謀し、あおり、そそのかし若しくは援助した場合は、期限を定め、その者

を他の被収容者から隔離することができる。 この場合において、所長等は、当該

期限にかかわらず、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しな

ければならない。

逃走、暴行、器物損壊その他刑罰法令に触れる行為をすること。

二 職員の職務執行に反抗し、又はこれを妨害すること。

三 自殺又は自損すること。

2 前項に規定する場合において，所長等の命令を受けるいとまがないときは，入

国警備官は，自ら当該被収容者を他の被収容者から隔離することができる。

3 入国警備官は，前項の規定による隔離を行ったときは，速やかに所長等に報告

しなければならない。




